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市第 106 号議案 

   公立大学法人横浜市立大学が徴収する料金の上限の変更 

の認可 

 公立大学法人横浜市立大学が徴収する料金の上限の変更について

次のように認可する。 

   令和８年２月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

公立大学法人横浜市立大学が徴収する料金の上限の認可（平成17

年３月24日議決）の一部を次のように変更する。 

 第11項中「第13項まで」を「第16項まで」に改め、第15項中「第

９項」を「第11項」に改め、第21項を削り、第20項第１号ア及びイ

を次のように改める。 

  ア 自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険に関す

る診断書その他記載事項がこれらに類するもの 

    １通 9,900 円 

  イ 年金に関する診断書その他記載事項がこれに類するもの 

    １通 6,600 円 

第20項第１号ウ及び第２号ア中「 2,750 円」を「 4,400 円」に改

め、同号イ中「 1,100 円」を「 2,200 円」に改め、同項第４号中「

第10項から第13項まで」を「第12項から第16項まで」に改め、同項

を第21項とし、第19項を第20項とし、第18項第１号ア(ウ)中「17,600

円」を「19,800円」に改め、同号ア(エ)中「14,300円」を「16,500円

」に改め、同号ア(オ)中「 9,900 円」を「11,000円」に改め、同号ア

(カ)中「 6,600 円」を「 7,700 円」に改め、同号イ中「 3,300 円」を

「 4,400 円」に改め、同項第２号ア(ア)中「41,800円」を「48,400円
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」に改め、同号ア(イ)中「27,500円」を「31,900円」に改め、同号ア

(ウ)中「20,900円」を「24,200円」に改め、同号ア(エ)中「16,500円」

を「18,700円」に改め、同号ア(オ)中「12,100円」を「14,300円」に

改め、同号イ中「 8,800 円」を「 9,900 円」に改め、同号に次のよ

うに加える。 

ウ ４人室 1,870 円 

第18項を第19項とし、第17項を第18項とし、第16項を第17項とし

、第15項の次に次の１項を加える。 

16 日本国籍を有しておらず、かつ、日本国内において有効な公的

医療保険に加入していない患者の診療 

第11項により算出された額に 2.0 を乗じて得た額 

 第25項を第26項とし、第24項を第25項とし、第23項を第24項とし 

、第22項を第23項とし、同項の前に次の１項を加える。 

22 病院の駐車場の使用料 

１時間までごと 500 円 

   

   提 案 理 由 

 公立大学法人横浜市立大学が徴収する料金の上限の変更について

認可したいので、地方独立行政法人法第23条第２項の規定により提

案する。 
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 参  考  

   公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 が 徴 収 す る 料 金 の 上 限 の 認 可 

（ 抜 粋 ） 

                     上 段  変 更 案     
                    (下 段  現  行)   

           第 16 項 ま で 
11  一 般 診 療 （ 次 項 か ら      に 掲 げ る 診 療 以 外 の 診 療 を い う 
                             第 13 項 ま で 

。 以 下 同 じ 。）  

   次 に 掲 げ る 算 定 方 法 又 は 基 準 （ 以 下 「 算 定 方 法 等 」 と い う 。）

に よ り 算 定 し た 額 。 た だ し 、 消 費 税 法 （ 昭 和 63 年 法 律 第 108 号 ）

第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 消 費 税 を 課 さ れ な い 一 般 診 療 以 外 の 一

般 診 療 を 受 け る と き は 、 当 該 算 定 し た 額 に 1.1 を 乗 じ て 得 た 額 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

15  自 動 車 損 害 診 療 （ 自 動 車 （ 自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法 （ 昭 和 30 年 法

律 第 97 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 自 動 車 を い う 。） の 運 行 （ 同

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 運 行 を い う 。） に よ り 身 体 を 害 さ れ た 者 に 係

る 当 該 運 行 に よ る 身 体 の 傷 害 に 関 す る 診 療 （ 健 康 保 険 法 そ の 他 の

社 会 保 険 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ る 療 養 の 給 付 又 は 療 養 と し て 行

わ れ る 診 療 を 除 く 。） を い う 。）  

  第 11 項 
に よ り 算 出 さ れ た 額 に 2.0 を 乗 じ て 得 た 額 

第 ９ 項 

16  日 本 国 籍 を 有 し て お ら ず 、 か つ 、 日 本 国 内 に お い て 有 効 な 公 的 
 

医 療 保 険 に 加 入 し て い な い 患 者 の 診 療 
 

  第 11 項 に よ り 算 出 さ れ た 額 に 2.0 を 乗 じ て 得 た 額 
 

17  
（ 本 文 省 略 ） 

16  

18  
（ 本 文 省 略 ） 

17  

19  
選 定 療 養 と し て 特 別 の 病 室 の 提 供 を 受 け る 場 合 の １ 日 当 た り の 

18  

使 用 料 
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 (1)  横 浜 市 立 大 学 附 属 病 院 

  ア  １ 人 室   

   （ (ア) 及 び (イ) 省 略 ） 

        19,800 円 
   (ウ)  Ｃ 室   
        17,600 円 

        16,500 円 
   (エ)  Ｄ 室   
        14,300 円 

        11,000 円 
   (オ)  Ｅ 室   
         9,900 円 

        7,700 円 
(カ)  Ｆ 室   

        6,600 円 

        4,400 円 
イ  ２ 人 室    

        3,300 円 

(2)  横 浜 市 立 大 学 附 属 市 民 総 合 医 療 セ ン タ ー 

 ア  １ 人 室   

        48,400 円 
 (ア)  Ａ 室   

        41,800 円 

        31,900 円 
   (イ)  Ｂ 室   
        27,500 円 

        24,200 円 
 (ウ)  Ｃ 室   

        20,900 円 

        18,700 円 
   (エ)  Ｄ 室   
        16,500 円 

        14,300 円 
   (オ)  Ｅ 室   
        12,100 円 

         9,900 円 
イ  ２ 人 室    

         8,800 円 

ウ  ４ 人 室  1,870 円   
 

20  
（ 本 文 省 略 ） 

19  

21  
診 断 書 等 の 交 付 手 数 料 

20  

(1)  診 断 書 

  自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 に 関 す る 診 断 書 、 生 命 保 険 に 関 す 
ア 
  生 命 保 険 、 自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 、 傷 害 保 険 及 び 簡 易 保 

 る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ ら に 類 す る も の 
 険 に 関 す る 診 断 書 

     9,900 円 
  １ 通   
     7,700 円 

  年 金 に 関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ に 類 す る も の   
イ   
  各 種 年 金 又 は 身 体 障 害 者 に 関 す る 診 断 書 そ の 他 の 記 載 事 項 

                   
が ア に 掲 げ る 診 断 書 に 類 す る も の 
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     6,600 円 
  １ 通   
     5,500 円 

ウ  そ の 他 の 診 断 書 

     4,400 円 
  １ 通   
     2,750 円 

(2)  証 明 書 

ア  医 師 の 診 断 を 必 要 と す る 証 明 書 

     4,400 円 
  １ 通   
     2,750 円 

イ  そ の 他 の 証 明 書 

     2,200 円 
  １ 通   
     1,100 円 

 （ 第 ３ 号 省 略 ） 

 第 12 項 か ら 第 16 項 ま で 
(4)            に 掲 げ る 診 療 を 受 け る 者 が 診 断 書 等 の 

第 10 項 か ら 第 13 項 ま で 

交 付 を 求 め る 場 合 に お い て 、 別 に 定 め が あ る と き は 、 前 ３ 号 に    

か か わ ら ず 、 そ の 額 

             
21  病 院 の 駐 車 場 の 使 用 料 

                       
(1)  駐 車 時 間 30 分 を 超 え て ３ 時 間 ま で  310 円 

                        
(2)  ３ 時 間 を 超 え て １ 時 間 ま で ご と  200 円 

22  病 院 の 駐 車 場 の 使 用 料 
 

  １ 時 間 ま で ご と  500 円 
 

23  
（ 本 文 省 略 ） 

22  

24  
（ 本 文 省 略 ） 

23  

25  
（ 本 文 省 略 ） 

24  

26  
（ 本 文 省 略 ） 

25  

 

   地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 抜 粋 ） 

（ 料 金 ） 

第 23 条  地 方 独 立 行 政 法 人 は 、 そ の 業 務 に 関 し て 料 金 を 徴 収 す る と
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き は 、 あ ら か じ め 、 料 金 の 上 限 を 定 め 、 設 立 団 体 の 長 の 認 可 を 受

け な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 変 更 し よ う と す る と き も 、 同 様 と す

る 。 

２  設 立 団 体 の 長 は 、 前 項 の 認 可 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ

め 、 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。 
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